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会員奉仕活動 

鬼怒川・小貝川   

クリーン大作戦 

  
       11月 9日(土)      

みんなで鬼怒川・小貝川の    

環境美化に努めましょう。         

※詳細裏面      

日   時：１２月５日(木)                  

午前１０時００分～１１時３０分 

場   所：福祉交流センター『多目的ホール』       

申   込：１１月２２日 (金) まで                            

シルバー 通信 
安
全 

令和６年度安全就業標語  会員番号 9186 梶   行 雄 

生き生きと 今日も事故無し 楽しく仕事 

取 手 

9 月 
125 号 

 

自分だけの素敵なクリスマスツリーを作ってみませんか？お一人でもお友達とでも参加可能です！ 

参加費：１，０００円 

10月１日号２面に掲載されます！ 

10月 18日(金) 

センター情報や実際に就業している会員

さんのインタビューなどが掲載予定です。

スマートフォンからもご覧いただけます。               

シルバーいきいき講座 

みんなで地域貢献！   

利根川河川敷の清掃に   

ぜひ、ご参加ください。      

※詳細裏面 

口コミ運動 
会員のみなさまには、同封のチラシ  

「様々なお仕事お任せください」を使って 

 お知り合いの方にシルバーをＰＲ！             

お仕事・新規会員の拡大を 

お願いします。     

 

クリスマスフラワーアレンジ教室参加者募集！ 

１０月   シルバー人材センター 

持 物： 花を切るハサミ 

コチラから→ 

広報とりで 

全国のシルバー人材センターでは、「1人 1仕事開拓と会員の拡充」を目的とし、

毎年 10月を『普及啓発促進月間』と定め、様々な PR活動を行っています。     

募集人数：先着２０名様まで        

※会員以外のお友達の方でも参加可能                              

普及啓発促進月間 



 シルバー通信 令和６年９月発行 １２５号 

最新情報満載のホームページを是非ご覧ください。 https://www.toride-sjc.or.jp/  

 

 

 

 

 

 

【会員奉仕活動】  
 

日 時：１０月１８日(金) 

       午前９時３０分集合 

       ※雨天の場合は延期  

集 合：利根川河川敷（緑地運動公園） 

駐車場管理小屋付近 

持 物：軍手、帽子、飲み物等 

トング（ある方） 

申 込：１０月１６日 (水) 締切 

 

   【鬼怒川・小貝川クリーン大作戦】 
 

日 時：１１月９日(土) 

       午前７時５０分集合  

       午前８時００分～午前９時００分   

集 合：藤代図書館裏手堤防 

申 込：１０月１０日 (木) 締切 

 

 

 

 

日 時：１１月２２日（金） 

午前１０：００～ 

午後３：００まで 

場 所：シルバー人材センター事務所 

申 込：事前予約制 

 ３０分程度個別に行います。 

※上記以外でも、受付随時 

 

 

 

 

各支払日の午後、ゆうちょ銀行指定口座へ入金

します。支払い日正午以降にスマートフォンから

配分金の確認が行えます。また、明細書が必要な

方は事務局にてお渡しできます。お申し出くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
【令和７年度安全就業標語募集について】 
『安全就業標語』は、就業時の安全意識向上の

為に募集しています。 

会員の皆様からのご応募をお待ちしております。

ご応募いただいた方には、粗品をお渡しいたし

ます。 

（募集締切は令和７年１月３１日(金)となってお

りますので、詳しくは別紙、ご参照ください。） 

 

【安全強化週間（安全パトロール）】 
会員の安全意識を高め、事故防止を徹底する為、

安全パトロール（強化週間）を実施します。 

 

 

 

  

 

令和６年１１月１日に「フリーランス・事業者

間取引適正化等法」が施行されます。 

シルバーにおいては、①会員と発注者の取引の

適正化と②会員の就業環境の整備を図り、会員の

方々が安心して働ける環境を整備していきます。

具体的には、１１月以降の受注に対し、就業前に

あらかじめ「会員就業条件明示書」（契約内容）

を交付することとします。 

「会員就業条件明示書」は、スマートフォン等

から確認することができますので、上記配分金明

細書閲覧と共にご利用ください。操作方法は、別

紙ご参照ください。また、事務局にて書面でもお

渡しすることができます。詳細はセンターまでお

問い合わせください。 

 

 

 

 

 

・シルバー通信１２５号 

・こんなお仕事をお引き受けいたします 

 （カラーチラシ３枚） 

・安全就業標語について 

・会員クラウドサービス 

 

会員奉仕活動参加者募集 

配分金入金日について 

同封しました 

１０月１５日 (火) １１月１５日 (金) 

１２月１６日 (月) 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 

就業相談を実施します 

安全・適正就業委員会よりお知らせ 

 

フリーランス新法への対応について 

１０月２３日(水)～１０月２９日(火) 


